
新型コロナウイルス感染症に関する県内の相談窓口 
倦怠感やのどの違和感、発熱、味覚・嗅覚など少しでも違和感を自覚した場合には外出せず、まずはかかりつけ医に連絡しまし

ょう。受診の際は、事前に受診方法等を確認するとともに、マスクを着用し、できるだけ公共交通機関の利用を避けて受診いただ
くようお願いします。相談先に迷う場合は、「受診相談センター」にご相談ください。 

受 付 時 間 受 診 相 談 セ ン タ ー 連 絡 先 
９：００～１７：１５ 

※土日祝日含む 
（ 電 話 ）０１２０－５６７－４９２（コロナ・至急に） 
（ファクシミリ）０８５７－５０－１０３３ 

上記以外の時間 
東 部 地 区 中 部 地 区 西 部 地 区 

（電話）0857-22-8111 （電話）0858-23-3135 （電話）0859-31-0029 
陽性者と接触歴がある方や接触した可能性があるなどのご心配な場合は、各地区の保健所（接触者等相談センター）にご相談く

ださい。 
地 区 電 話（8：30～17：15） ファクシミリ（平日 8：30～17：15） 

東部（鳥取市保健所内） ０８５７－２２－５６２５ ０８５７－２０－３９６２ 
中部（倉吉保健所内） ０８５８－２３－３１３５ ０８５８－２３－４８０３ 
西部（米子保健所内） ０８５９－３１－００２９ ０８５９－３４－１３９２ 

【学校教育に関する相談窓口】鳥取県教育委員会事務局体育保健課 ０８５７－２６－７５２７（平日８：３０～１７：１５） 
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保護者の皆様へ 

※ＰＣＲ検査を受けられる場合は、平日はもちろんのこと、休日の場合も必ず学校へ連絡（検査結果の報

告を含む）をしていただきますよう、引き続きお願いします。 ※夏休み中も連絡をお願いします。 

県内で新型コロナウイルス感染が急拡大し、感染力の強いデルタ株の感染例も相次いで確認されています。県
内全域に特別警報が発令され、医療ひっ迫につながる非常に危険な状態です。全国的にも緊急事態宣言、まん延
防止等重点措置の発令・延長が行われ、今後さらに強い危機感を持って対応する必要があります。デルタ株であ
っても基本的な感染予防策は変わりませんが、ウイルスは対策の隙を狙っています。各ご家庭におかれまして
も、県外との往来は控えるなど、夏休み中の計画を今一度見直していただき、新型コロナウイルス感染症への最
大限の注意と感染予防対策の徹底をお願いします。 

◎ 風邪症状など体調不良が生じた場合は、すぐにか

かりつけ医等に相談の上、検査を受けましょう。 

◎ 感染が流行している地域との往来は極力控えまし

ょう。 

◎ 正しいマスクの着用、密閉・密集・密接のそれぞ

れを回避し、感染予防対策を徹底しましょう。 

（マスクの着用については、運動時や息苦しさ・体調不良を

感じた際は適宜外し、こまめな水分補給や休憩をとるなど熱

中症対策を優先してください。） 

◎ 夏休み中も、日々の検温と健康観察を記入するな

ど健康管理を徹底しましょう。 

◎ 多くの人が集まるイベント、狭い空間での大騒ぎ

は控えましょう。 

◎ ワクチン接種後も、接種前と同様に感染予防対策

を徹底しましょう。 


